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教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録 

 

１ 日 時 

   平成２６年２月３日（月） 

    開会 １４時００分 

    閉会 １６時５０分 

 

２ 場 所 

   教育委員室 

 

３ 出席者及び欠席委員の氏名 

   出席者 岩崎恭典委員長、前田光久委員、森脇健夫委員、柏木康惠委員 

山口千代己教育長 

欠席者 なし 

 

４ 出席職員  

教育長 山口千代己（再掲） 

副教育長 真伏利典、次長（教職員・施設担当）信田信行 

次長（学習支援担当）白鳥綱重、次長（育成支援・社会教育担当）野村浩 

次長（研修担当）西口晶子 
教育総務課 課長 荒木敏之、教育改革推進監 加藤幸弘、班長 辻成尚 

予算経理課 課長 三井清輝、課長補佐兼班長 柏屋典生、班長 柘植広光 

主幹 前川幸則 

教職員課 課長 梅村和弘、班長 眞崎俊明、班長 小宮敬徳、主幹 加藤真也 

高校教育課 課長 倉田裕司 

小中学校教育課 課長 鈴木憲、課長補佐兼班長 谷口雅彦 

指導主事 仲地正俊 

生徒指導課 課長 田渕元章、子ども安全対策監 倉田幸則 

社会教育・文化財保護課 課長 田中彰二、課長補佐兼班長 辻喜嗣 

主幹 伊藤誠 

主事 川井加奈子、主査兼社会教育主事 奥村隆志 

環境生活部 文化振興課 課長 明石典男、主査 佐竹宴 

新博物館整備推進ＰＴ課長 岡村順子、主幹 天野秀昭、主幹 東正嗣 

 

５ 議案件名及び採択の結果 

          件  名                     審議結果 

議案第４３号 平成２６年度三重県一般会計予算について      原案可決 

議案第４４号 三重県立高等学校条例の一部を改正する条例案    原案可決 

   議案第４５号 公立学校職員定数条例の一部を改正する条例案    原案可決 

   議案第４６号 職員の人事異動（市町立小中学校）について     原案可決 
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   議案第４７号 三重県いじめ問題対策連絡協議会条例案       原案可決 

   議案第４８号 三重県いじめ対策審議会条例案           原案可決 

   議案第４９号 三重県立鈴鹿青少年センター条例の一部を改正する  原案可決 

条例案                        

   議案第５０号 三重県立熊野少年自然の家条例の一部を改正する   原案可決 

条例案 

   議案第５１号 三重県立美術館条例の一部を改正する条例案     原案可決 

   議案第５２号 斎宮歴史博物館条例の一部を改正する条例案     原案可決 

   議案第５３号 三重県総合博物館条例の一部を改正する条例案    原案可決 

 

６ 報告題件名 

件  名  

   報告１ 「グローバル三重教育プラン」について 

   報告２ 「ふるさと三重かるた」について 

    

７ 審議の概要 

・開会宣言   

  岩崎恭典委員長が開会を宣告する。 

 

・会議成立の確認 

  全委員出席により会議が成立したことを確認する。 

 

・前回審議事項（平成２６年１月２３日開催）の審議結果の確認 

  前回定例会審議結果の内容を確認し、全委員が承認する。 

 

・議事録署名人の指名 

柏木委員を指名し、指名を了承する。 

 

・会議の公開・非公開の別及び進行の確認 

議案第４３号から議案第４５号及び議案第４７号から議案第５３号は、県議会提出

前のため、議案第４６号は人事管理に関する案件のため、報告１は、意思形成過程で

あるため、非公開で審議することを承認する。 

会議の進行は、公開の報告２の報告を受けた後、非公開の議案第４３号から議案第

５３号を審議し、非公開の報告１の報告を受ける順番とすることを承認する。 

 

・審議事項 

報告２ 「ふるさと三重かるた」について （公開） 

(鈴木小中学校教育課長説明) 

  報告２ 「ふるさと三重かるた」について 

「ふるさと三重かるた」について、別紙のとおり報告する。平成２６年２月３日提
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出 三重県教育委員会事務局 小中学校教育課長。 

  資料の１ページをご覧ください。まず、概要についてですが、中学生用の教材「三

重の文化」を活用した郷土学習を推進するとともに、「ふるさと三重かるた」を作成

し、郷土に対する興味・関心を高め、三重県のよさを発信する力を育成するものです。 

  目的としましては、幼稚園段階から伝統と文化を尊重し、郷土三重への興味・関心

を高めることのほか、３点を考えております。 

  内容としましては、対象が幼稚園・小学校・中学校の幼児・児童・生徒です。配付

規模については、幼稚園は１園あたり園児６人に１セットずつの割合で配付です。小

中学校は、１校あたり１つの学年の児童生徒６人に１セットずつの割合での配付とす

る予定です。なお、予算の関係から、今年度３月末、来年度、再来年度と３回に分け

て配付をさせていただき、トータルでただ今申し上げたセット数の配付となるように

したいと思います。 

  仕様について、枚数は４４枚です。句の音数は１２音（七・五調）です。読み札と

取り札については、３ページで説明をさせていただきます。３ページをご覧ください。 

  上段の左右の２つが読み札です。左側の表面には読み句を記載します。右側の裏面

には題材の説明文と所在市町をマークした県地図を記載します。下の段の取り札は、

表面には読み句に応じた絵を入れます。裏面には題材名を入れて、表裏どちらを用い

てもかるた遊びができるようにしたいと思います。 

  ２ページにお戻りください。これまでの取組の経緯です。まず、平成２４年度の取

組は、昨年度の定例会でもご報告させていただきましたが、教材「三重の文化」の中

から４４題材を選定し、公立小中学校の児童生徒の応募作品の中から読み句を決定い

たしました。決定した４４句は、４ページの別紙２のとおりです。応募作品の中から

この４４句を決定いたしました。そして、平成２５年度ですが、９月から絵札の原画

の作成を進めてきました。これにつきましては、５ページから１０ページの別紙３が、

その原画です。この原画の作成は、津市在住の元小学校の校長先生で美術教育が専門

の林徳一さんにお願いいたしました。この４４の絵札の中で８ページの「へ」の絵札

は、津波や風水害の被害を思い出させる心配があるというようなことから、現在、描

き替えをお願いしています。２月下旬には印刷を行い、３月下旬に県内の公立の各幼

稚園、各小中学校に配付を行います。 

   ２ページの「今後の方針」としましては、「ふるさと三重かるた」の活用の促進を

図るとともに、教材「三重の文化」を活用した授業を一層推進します。また、道徳学

習用の教材「三重県 心のノート」、そして「ふるさと通信」の活用についても、併

せて推進し、三重の歴史、伝統・文化についての学習の充実を図ります。 

   以上、「ふるさと三重かるた」についてご報告いたします。 

 

【質疑】 

委員長 

  報告２はいかがでしょうか。３年間で、６人で遊べるだけのものは、幼稚園、小中

学校へ配付されるということでよろしいでしょうか。 

小中学校教育課長 
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  その計画で配付をさせていただきたいと思います。 

委員長 

  これには私学は入っているんですか。 

小中学校教育課長 

  郷土教育の推進ということで、配付は公立の幼稚園と公立の小中学校を考えており

ます。昨年の教育委員会の定例会でもご質問いただいた点で、希望があれば検討した

いと思っています。 

前田委員 

  これは非売品ですか。お金を出してでも買いたいという人がみえた時はどうなりま

すか。 

小中学校教育課長 

  今のところ、非売品という形で考えておりますが、今後、検討してまいります。 

委員長 

  前田委員がおっしゃるように、おじいちゃんおばあちゃんが、自分の家で子どもた

ちと一緒にやる場面も想定はしたいですね。 

小中学校教育課長 

  参考とさせていただきましたのが群馬県の上毛かるたでしたので、なるべく子ども

たちだけでなく、広く保護者の方や県民の方々に発信したいと思っているところです。 

委員長 

  せめて、例えば今度の三重県総合博物館のショップにこれがあって買えるというぐ

らいはあってもいいかという気はしますが。 

教育長 

  それだけ人気があればいいですが。 

委員長 

  そういうものにしなければいけないのではないかという気がしないでもないです

ね。これから検討するとのことですが、もしもこれを売るとすると定価はどれぐらい

になりそうですか。 

小中学校教育課長 

  このかるたについての値段は算定しておりませんが、ちなみに上毛かるたはワンセ

ット８００円となっています。 

委員長 

  それを大きく上下するぐらいの値段にはならないですね。上毛かるたは何組ですか。 

小中学校教育課長 

  上毛かるたも４４です。同じ仕様です。 

委員長 

  他にいかがですか。 

教育長 

  ２９市町は１題材ですね。１５題材は三重県の特徴的な題材を選定するということ

で、４ページを見ると、そこに句がありますが、県内全域とか東紀州、南勢地域は「ぬ」

と「ま」にありますが、あと、地域というのはないんですね。どれが１市町１題材で、
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どれが県域・地域を表す題材かというと分かりませんよね。 

小中学校教育課長 

  このテーマの選定にあたっては、各市町に「三重の文化」で取り扱ったテーマの中

で、１題材ずつどれがいいかをまずは選んでいただきまして、それで２９テーマあり

ますので、残りの１５テーマについては、選定委員会で三重県としてどのテーマがい

いかを検討しました。それで選んだものを今から少し申し上げますと、テーマ名で熊

野古道が１つ「ま」、それから、伊勢湾台風で「へ」です。亀山のろうそく工場「と」

と、木曽三川と治水「わ」です。大黒屋光太夫「ふ」です。谷川士清「に」、松浦武

四郎「る」です。尾崎行雄（咢堂）「り」です。尾鷲ヒノキ「も」、安乗の人形芝居

「み」、赤目四十八滝「の」、潮騒かおる、神島「し」、伊賀流忍者「ら」、三重の

お茶「伊勢茶」「ぬ」、松阪牛「て」です。これを選定委員で選んだものという形で

す。市町が１題材ずつ選んでいただいて、外れたものの中で、これは入れるべきだろ

うというものを選定委員の中で選びました。 

委員長 

  他かには何かございますか。 

できるだけ売ることを考えましょう。上毛かるたもそうだし、東京で若い頃に下宿

していた家が府中にあったんですが、府中もかるたを作っていて、子どもたちと正月

にそれで遊んでいたという記憶がすごくあるんです。みんなでそれをやったというの

はいいなと思っていたんですよ。そういうふうに定着すればいいなと思います。では、

これは３年後を期待したいと思います。 

 

－全委員が本報告を了承する。－ 

 

・審議事項 

議案第４３号 平成２６年度三重県一般会計予算について (非公開) 

 予算経理課長が説明し、委員審議のうえ決裁の結果、全委員が承認し、本案を原案ど

おり可決する。 

 

・審議事項 

議案第４４号 三重県立高等学校条例の一部を改正する条例案 （非公開） 

予算経理課長が説明し、委員審議のうえ決裁の結果、全委員が承認し、本案を原案ど

おり可決する。 

 

・審議事項 

議案第４５号 公立学校職員定数条例の一部を改正する条例案 (非公開) 

教職員課長が説明し、委員審議のうえ決裁の結果、全委員が承認し、本案を原案どお

り可決する。 

 

・審議事項 

議案第４６号 職員の人事異動（市町立小中学校）について （非公開） 
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教職員課長が説明し、委員審議のうえ決裁の結果、全委員が承認し、本案を原案どお

り可決する。 

 

・審議事項 

議案第４７号 三重県いじめ問題対策連絡協議会条例案 （非公開） 

生徒指導課長が説明し、委員審議のうえ決裁の結果、全委員が承認し、本案を原案ど

おり可決する。 

 

・審議事項 

議案第４８号 三重県いじめ対策審議会条例案 (非公開) 

生徒指導課長が説明し、委員審議のうえ決裁の結果、全委員が承認し、本案を原案ど

おり可決する。 

 

・審議事項 

議案第４９号 三重県立鈴鹿青少年センター条例の一部を改正する条例案 (非公開) 

議案第５０号 三重県立熊野少年自然の家条例の一部を改正する条例案 (非公開) 

社会教育・文化財保護課長が説明し、委員審議のうえ決裁の結果、全委員が承認し、

本案を原案どおり可決する。 

 

・審議事項 

議案第５１号 三重県立美術館条例の一部を改正する条例案 (非公開) 

議案第５２号 斎宮歴史博物館条例の一部を改正する条例案 (非公開) 

社会教育・文化財保護課長が説明し、委員審議のうえ決裁の結果、全委員が承認し、

本案を原案どおり可決する。 

 

・審議事項 

議案第５３号 三重県総合博物館条例の一部を改正する条例案 (非公開) 

社会教育・文化財保護課長が説明し、委員審議のうえ決裁の結果、全委員が承認し、

本案を原案どおり可決する。 

 

・審議事項 

報告１ グローバル三重教育プランについて （非公開） 

教育総務課長及び高校教育課長が説明し、全委員が本報告を了承する。 

 


